■特定健康診査実施医療機関の先生　並びに　眼底検査実施医療機関の先生へ
「特定健診・眼底検査委託の流れ」について
【特定健康診査実施医療機関の先生へ】
１：眼底検査を委託する場合は、必要事項を記入した眼底検査委託票を受診者に渡してください。
・眼底検査実施医療機関の窓口で眼底検査委託票を呈示するよう指示してください。
・眼底検査実施医療機関は一覧表に掲載の医療機関に限ります。
・あらかじめ眼底検査実施機関に連絡し、日時や委託料金の具体的な支払い方法について取り決めておくことをお勧めします。

【眼底検査実施医療機関の先生へ】
２：受診者から眼底検査委託票を受け取った眼底検査実施医療機関は、眼底検査を行いその所見を票中の【眼底所見】欄に記入してください。
・委託業務は「特定健診の詳細な健診項目としての眼底検査」のみです。保険診療における精密眼底検査ではありませんのでご留意ください。
・眼底検査以外の検査は委託業務に含まれません。また、眼底検査に関連して他の検査や処置を行った場合でもその分の請求はできません。

３：必要事項を記入済みの眼底検査委託票を受診者に渡し、委託医療機関に提出するように伝えてください。受診者への検査結果の説明は必須ではありません。
・眼底検査実施医療機関では、料金を受診者から徴収しないでください。この委託票が委託医療機関への結果報告書兼請求書になり、料金は特定健康診査実施医療機関から支払われます。
・眼底検査実施医療機関は、記入済みの眼底検査委託票をコピーし保管してください。

【特定健康診査実施医療機関の先生へ】
４：記入済みの眼底検査委託票を受け取った委託医療機関は、集合契約書の定めに則り、支払基金・国保連合会から入金された金額の中から眼底検査実施医療機関に料金を支払ってください。
・1件ごとの支払いか一括支払いか、現金か振込か、また振込手数料の負担などについては、予め医療機関同士で取り決めておくことをお勧めします。

【眼底検査実施医療機関の先生へ】
・現金払いの場合は、必ず委託医療機関に対して領収証を発行してください。
	特定健康診査　　眼底検査委託票


【眼底検査結果報告書　及び　眼底検査依頼機関への請求書】令和６年度版
眼底検査実施医療機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御中

　
下記の受診者の特定健康診査における詳細な健診項目のうち、
眼底検査をお願い申し上げます。　
結果は、受診者持参の本票に所見を記載の上、ご本人にお渡しください。

（なお、眼底検査実施医療機関では、眼底所見記載後、コピーなど結果保存をお願いいたします。）
受診者：　氏名　　　　　　　　　　　
　　　　　　生年月日　　　昭　　　　　年　　　　月　　　　日　
　　　　　　住所　
　　　　　　　　TEL　　　　　　　　　　　　　
委託医療機関：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  印
住所
　　　　　　　　TEL　　　　　　　　　　　　
裏面へ

	【眼底所見】　該当に○をお付け下さい。
キースワグナー分類
1.0・2.Ⅰ・3.Ⅱa・4.Ⅱb・5.Ⅲ・6.Ⅳ　
シェイエ分類：Ｓ

1.0・2.1・3.2・4.3・5.4　
シェイエ分類：Ｈ

1.0・2.1・3.2・4.3・5.4　　
SCOTT分類

1.Ⅰ(a)・2.Ⅰ(b)・3.Ⅱ・　
4.Ⅲ(a)・5.Ⅲ(b)・6.Ⅳ・　
7.Ⅴ(a)・8.Ⅴ(b)・9.Ⅵ　　
【その他の分類】
１．Ｈ所見（張力亢進所見）：　０、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
２．Ｓ所見（硬化所見）　　：　０、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
３．ＤＲ分類（糖尿病網膜症分類）：　
①ＮＤＲ（否網膜症）、　
②ＳＤＲ（単純網膜症）
　　　　③ PreＰＤＲ（前増殖網膜症）、
④ＰＤＲ（増殖網膜症）


委託料　　いずれかの該当料金に○印　
（消費税10％込み）
　　ａ.　被扶養者　　 　　1,232　円

ｂ.　市町村国保・後期高齢者
　　 　1,232　円

　ｃ.　医師国保 　　　　1,232　円
　　ｄ.　その他　　　　　　　　　円
　この眼底検査は、秋田県医師会と秋田県眼科医会
との委託契約によるものです。
受託医療機関（眼底検査実施医療機関）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　印
住所　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　TEL　　　　　　　　　　　　　
H21.3.23作成


